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新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目）お知らせ
【問い合わせ・新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談窓口／電話予約】
北秋田市コロナワクチン予約センター ☎67‐6567（予約センター直通）
平日８時30分～17時　（時間外・土日祝は受付していません）
※つながりにくい場合は、医療健康課健康推進係（☎62‐6666）へご連絡ください
【Web予約】
24時間予約可能（ご家族の方の代理予約も可能）
URL https://jump.mrso.jp/052132/

◀コチラのQRコードから
　Web予約できます！

【接種の対象・接種券の発送について】
　４回目の新型コロナワクチン接種は、３回目接種から５か月が経過した次の方が対象です。
　①60歳以上の方
　　→３回目接種完了後、５か月経過後に接種ができるよう順次接種券を発送しています。
　②18～60歳未満で基礎疾患があり、治療や入院をしている方やその他重症化リスクが高
　　いと医師が認める方
　③18～60歳未満の医療機関・高齢者施設等の従事者の方
　　→②③申請していただくことで、接種券を発送します。ホームページをご覧ください。
【４回目集団接種会場・実施日程】接種は完全予約制です。
　医療機関での接種をご希望の方は、接種券に同封されるチラシやホームページで詳細をご
覧になり、医療機関に直接電話で予約してください。
〇集団接種９月日程　※３回目接種希望の方も、集団接種会場で接種することができます。

【５～11歳の小児コロナワクチン初回接種（１・２回目）のお知らせ】
〇保護者の方へ
・ 接種券に同封される説明書をお子さまとよくお読みになり、接種についてご検討ください。
・ 今年度５歳と12歳になる方は電話予約のみとなりますので、予約センターまでお電話ください。

【接種できる医療機関と日程】

医療機関 １回目 ２回目 受付時間

９月１日（木） ９月22日（木）
米内沢診療所
米内沢林ノ腰３
☎72‐4501

14時30分

会　場 日　程 接種時間 取扱ワクチン バス送迎 備　考

モデルナ
（18歳以上） ★あり

（阿仁地区）

なし

★あり
（森吉地区）

なし

接種は１階で行います
施設内は土足のまま
ご利用できます

接種は　　  で行います
施設内は土足のまま
ご利用できます

２階

接種は１階で行います（土足厳禁）
くつカバーやスリッパを用意して
いますのでご利用ください

森吉庁舎

阿仁庁舎

北秋田市
交流センター

北秋田市
保健センター

９月14日（水）

９月３日（土）

９月４日（日）

９月７日（水）

９月30日（金）

13時30分～16時

13時30分～16時

９時～11時30分

９時～11時30分

13時30分～15時

13時30分～15時

北秋田市民
応援チケット事業
　物価の急激な高騰により市民生活に
影響が及んでいます。皆さんの経済的
な負担を軽減し、消費を刺激すること
で地域経済の活性化を図るため応援チ
ケットを全市民へ配布します。

【お問合せ先】
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室
〒018‐3312 北秋田市花園町15‐１
☎84‐8567　　62‐5551

利用可能店舗

その他

　１人あたり5,000円（500円×10枚）
　※大型店および中小小売店舗で利用できる
　　▼共通券４枚（2,000円）

　　▼中小小売店専用券６枚（3,000円）

チケット額面

対象者
　令和４年９月１日において、本市の住民基本
台帳に登録されている方

配布方法
ゆうパック（対面手渡等）により配布。
※住民基本台帳に登録されている世帯主宛てに
世帯全員分のチケットが郵送されます。
※９月１日における住民基本台帳の登録に基づ
き配布するため、異動日が９月２日以降の日
付となる届出については、配布数に反映され
ませんのでご注意ください。
※配偶者等からの暴力（DV）を理由に避難し
ている方は、９月14日までに申請書へ必要
事項を記入し、証明書類を提出いただくこと
で郵送先を変更できる場合があります。市内
外問わず避難している方はご相談ください。

利用期限
令和４年12月31日まで

配布時期
チケットの配布は、９月下旬より順次行います。
※チケットは市役所「新型コロナウイルス感染
症緊急経済対策室」へ、再配送は鷹巣郵便局
へお問い合わせください。

チケット取扱店として登録された市内の店舗

　当チケットは、以下に掲げる物品および役務
の提供での利用や、転売、譲渡、換金等は禁止
させていただきます。
（１） 不動産や金融商品
（２） 商品券やプリペイドカードなど換金性の

高いもの
（３） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律（昭和23年法律第122号）第
２条第１項第４号及び第５号並びに同条
第５項に規定する性風俗関連特殊営業に
おいて提供される役務

（４） 国税、地方税や使用料などの公租公課
（５） たばこ事業法（昭和59年法律第68号）
 第２条第１項第３号に規定する製造たばこ
・ 当チケットにおつりはでません。
・ 配布後のチケットの盗難、紛失、滅失等につ
いて再発行は行いません。


